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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　底面（１２４）と、
　前記底面（１２４）から延在するボディ（１２６）と、
を含んでなる、バインダー中に分散された複数の研磨粒子から構成される研磨物品（１０
０）のための研磨複合体（１２０）であって、前記底面（１２４）からの前記ボディ（１
２６）の高さに対して前記ボディ（１２４）の横断面積が線形に変化し、
　前記底面から延在するボディ（１２６）が、４つの弓状表面区域（１３１、１３２、１
３３、１３４）によって画定され、当該弓状表面区域（１３１、１３２、１３３、１３４
）が前記底面（１２４）から凸状に湾曲している研磨複合体（１２０）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、研磨物品、特に構造化研磨物品、製造法および使用法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　研磨物品は、１００年以上、ワークピース表面を研磨および仕上げるために利用されて
いる。これらの適用は、高ストック除去の高圧金属研削プロセスから、眼鏡レンズのよう
な精密ポリッシングに及ぶ。一般的に、研磨物品は、一緒に結合されたか（例えば、結合
研磨材もしくは研削ホイール）、またはバッキングに結合された（例えば、被覆研磨材）
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、複数の研磨粒子から製造される。被覆研磨材に関して、典型的に単層、または時には２
層の研磨粒子が存在する。一旦これらの研磨粒子が摩耗したら、被覆研磨材は本質的に摩
耗されて、そして典型的に処分される。
【０００３】
　より最近の、研磨粒子の三次元コーティングにおける開発によって、しばしば「構造化
研磨材」と呼ばれる研磨物品が提供された。例えば、特許文献１（ピーパー（Ｐｉｅｐｅ
ｒ）ら）に、様々な構造の構造化研磨物品が開示されており、これは本明細書に援用され
る。ピーパー（Ｐｉｅｐｅｒ）は、ワークピース表面において相対的に高い切削率および
相対的に精密な表面仕上げを生じる構造化研磨材を教示する。構造化研磨材は、バッキン
グに結合された、ランダムではない正確な形状の研磨複合体を含んでなる。
【０００４】
　構造化研磨物品およびそれらの製造法に関する他の参考文献としては、特許文献２（ス
テゼル（Ｓｔｏｅｔｚｅｌ）ら）、特許文献３（フープマン（Ｈｏｏｐｍａｎ）ら）、特
許文献４（スパージェン（Ｓｐｕｒｇｅｏｎ）ら）、特許文献５（カラー（Ｃｕｌｌｅｒ
）ら）、特許文献６（ピーパー（Ｐｉｅｐｅｒ）ら）および特許文献７（ラヴィパティ（
Ｒａｖｉｐａｔｉ）ら）が挙げられ、これらの参照文献は全て、本明細書に援用される。
【０００５】
　ピーパー（Ｐｉｅｐｅｒ）および他の構造化研磨材の特許は、研磨材の分野において著
しい進歩であるが、常に改善の余地がある。
【特許文献１】米国特許第５，１５２，９１７号明細書
【特許文献２】米国特許第５，８５５，６３２号明細書
【特許文献３】米国特許第５，６８１，２１７号明細書
【特許文献４】米国特許第５，４３５，８１６号明細書
【特許文献５】米国特許第５，３７８，２５１号明細書
【特許文献６】米国特許第５，３０４，２２３号明細書
【特許文献７】米国特許第５，０１４，４６８号明細書
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示の一態様は、研磨物品のための機構に関する。この機構は、底面とボディとを含
む。ボディは、放物形横断面を有する側壁によって画定される。一実施形態において、ボ
ディは４つの側壁を含む。もう１つの実施形態において、４つの側壁は対称放物形区域で
ある。
【０００７】
　本開示のもう１つの態様は、バッキング上に機構の配列を有する研磨物品に関する。配
列は、各機構が底面とボディとを含む複数の機構を含む。各ボディは、放物形横断面を有
する側壁によって画定される。一実施形態において、ボディは４つの側壁を含む。もう１
つの実施形態において、４つの側壁は対称放物形区域である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本発明は、研磨材配列、研磨物品、研磨物品の製造法および研磨物品の使用法に関する
。
【０００９】
　図１を参照すると、研磨物品１００は研磨複合体１２０を含んでなる。本開示の文脈に
おいて、用語「複合体」は、用語「機構」と交換可能に使用される。研磨複合体は、バッ
キング１９０の表面に結合されている。複合体の形状に関連する境界は、もう１つの隣接
する研磨複合体からいくらかの程度まで分離された、１つの研磨複合体を生じる。個々の
研磨複合体を形成するために、研磨複合体の形状を形成している境界の部分を互いから分
離しなければならない。いくつかの実施形態において、底面、またはバッキングに最も近
い研磨複合体の部分は、その近隣の研磨複合体と隣接することができる。研磨複合体１２
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０は、バインダー中に分散された複数の研磨粒子、および研削助剤を含んでなる。いくつ
かの研磨複合体が隣接するが、他の研磨複合体がそれらの間に開放空間を有する、バッキ
ングに結合された研磨複合体の組み合わせを有することも、本発明の範囲内である。
【００１０】
バッキング
　本発明のバッキングは前面および後面を有し、そしていずれの従来の研磨バッキングで
もあり得る。有用なバッキングの例としては、ポリマーフィルム、下塗りされたポリマー
フィルム、布、紙、バルカンファイバー、不織布およびそれらの組み合わせが挙げられる
。他の有用なバッキングとしては、米国特許第５，３１６，８１２号明細書に開示される
ような繊維強化熱可塑性のバッキングおよび国際公開第９３／１２９１１号パンフレット
に開示されるようなエンドレス継目なしバッキングが挙げられる。両方とも、本明細書に
援用される。またバッキングは、バッキングを密封する、そして／またはバッキングのい
くつかの物理的特性を変性する処理を含んでもよい。これらの処理は当該分野において周
知である。
【００１１】
　得られた被覆研磨材を支持パッドまたはバックアップパッドに固定可能であるように、
バッキングは、後面上に取り付け手段を有してもよい。このような取り付け手段は、感圧
接着剤、ホックとループとの取り付け系の一表面、または上記の米国特許第５，３１６，
８１２号明細書に開示されるような、ねじ込み突起物であり得る。あるいは、本明細書に
援用される譲受人の米国特許第５，２０１，１０１号明細書に記載されるような、噛み合
い取り付け系があってもよい。
【００１２】
　また研磨物品の裏側は、スリップ抵抗または摩擦コーティングを含有してもよい。かか
るコーティングの例としては、接着剤中に分散された無機粒子（例えば、炭酸カルシウム
または石英）が挙げられる。
【００１３】
研磨コーティング
研磨粒子
　研磨粒子は、典型的に、約０．１～１５００マイクロメートル、通常、約０．１～４０
０マイクロメートルの間、好ましくは、０．１～１００マイクロメートルの間、そして最
も好ましくは、０．１～５０マイクロメートルの間の範囲の粒子径を有する。研磨粒子が
、少なくとも約８の、より好ましくは９より高いモーズ硬度を有することが好ましい。か
かる研磨粒子の例としては、溶融酸化アルミニウム（茶色酸化アルミニウム、加熱処理さ
れた酸化アルミニウムおよび白色酸化アルミニウムを含む）、セラミック酸化アルミニウ
ム、緑色炭化ケイ素、炭化ケイ素、クロミア、アルミナジルコニア、ダイヤモンド、酸化
鉄、セリア、立方窒化ホウ素、炭化ホウ素、ガーネットおよびそれらの組み合わせが挙げ
られる。
【００１４】
　用語「研磨粒子」は、単一研磨粒子が一緒に結合されて研磨凝集体を形成する場合も包
括する。研磨凝集体は、米国特許第４，３１１，４８９号明細書、米国特許第４，６５２
，２７５号明細書および米国特許第４，７９９，９３９号明細書にさらに記載されており
、これらの参照文献は全て本明細書に援用される。
【００１５】
　研磨粒子上に表面コーティングを有することも本発明の範囲内である。表面コーティン
グは、多くの異なる機能を有してもよい。いくつかの例において、表面コーティングはバ
インダーへの研磨粒子の接着力を増加させ、研磨粒子等の研磨特性を変更する。表面コー
ティングの例としては、カップリング剤、ハロゲン塩、シリカを含む金属酸化物、耐火性
の金属窒化物、耐火性の金属炭化物等が挙げられる。
【００１６】
　研磨複合体中に、希釈粒子があってもよい。これらの希釈剤粒子の粒度が、研磨粒子と
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同じ桁であってもよい。かかる希釈粒子の例としては、石膏、大理石、石灰岩、フリント
、シリカ、ガラスバブル、ガラスビーズ、ケイ酸アルミニウム等が挙げられる。
【００１７】
バインダー
　研磨粒子は有機バインダー中で分散して、研磨複合体を形成する。バインダーは、有機
重合性樹脂を含んでなるバインダー前駆体から誘導される。本発明の研磨物品の製造間、
重合の開始または硬化プロセスを補助するエネルギー源にバインダー前駆体を暴露する。
エネルギー源の例としては、熱エネルギーおよび放射線エネルギーが挙げられ、後者とし
ては、電子ビーム、紫外線および可視光が挙げられる。この重合プロセス間、樹脂は重合
し、そしてバインダー前駆体は凝固化バインダーへと変換される。バインダー前駆体の凝
固時に、研磨コーティングが形成される。また研磨コーティング中のバインダーも、一般
的に、バッキングへの研磨コーティングの付着の原因となる。
【００１８】
　本発明で使用する樹脂の２つの好ましい種類は、縮合硬化性および付加重合性樹脂であ
る。付加重合性樹脂は放射線エネルギーへの暴露によって容易に硬化されるので、好まし
いバインダー前駆体は付加重合性樹脂を含んでなる。カチオン機構によって、またはフリ
ーラジカル機構によって、付加重合性樹脂を重合可能である。利用されるエネルギー源お
よびバインダー前駆体の化学性次第で、重合開始を補助するために硬化剤、開始剤または
触媒が好まれる場合がある。
【００１９】
　典型的かつ好ましい有機樹脂の例としては、フェノール樹脂、尿素－ホルムアルデヒド
樹脂、メラミンホルムアルデヒド樹脂、アクリル化ウレタン、アクリル化エポキシ、エチ
レン系不飽和化合物、ペンダント不飽和カルボニル基を有するアミノプラスト誘導体、少
なくとも１個のペンダントアクリレート基を有するイソシアヌレート誘導体、少なくとも
１個のペンダントアクリレート基を有するイソシアネート誘導体、ビニルエーテル、エポ
キシ樹脂、それらの混合物および組み合わせが挙げられる。用語「アクリレート」は、ア
クリレートおよびメタクリレートを包含する。
【００２０】
　それらの熱特性、入手可能性および費用のため、研磨物品バインダーにおいてフェノー
ル樹脂が広範囲に使用されている。２種類のフェノール樹脂、レゾールおよびノボラック
がある。レゾールフェノール樹脂は、１対１以上、典型的に、１．５：１．０～３．０：
１．０の間のホルムアルデヒド対フェノールのモル比を有する。ノボラック樹脂は、１対
１未満のホルムアルデヒド対フェノールのモル比を有する。市販品として入手可能なフェ
ノール樹脂の例としては、オクシデンタル　ケミカルズ　コーポレイション（Ｏｃｃｉｄ
ｅｎｔａｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ　Ｃｏｒｐ．）からの商用名「デュレズ（Ｄｕｒｅｚ）
」および「バルカム（Ｖａｒｃｕｍ）」、モンサント（Ｍｏｎｓａｎｔｏ）からの「レジ
ノックス（Ｒｅｓｉｎｏｘ）」、アシュランド　ケミカル　カンパニー（Ａｓｈｌａｎｄ
　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．）からの「エアロフェン（Ａｅｒｏｆｅｎｅ）」ならびにア
シュランド　ケミカル　カンパニー（Ａｓｈｌａｎｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．）から
の「エアロタップ（Ａｅｒｏｔａｐ）」で既知のものが挙げられる。
【００２１】
　アクリル化ウレタンは、ヒドロキシ末端、イソシアネートＮＣＯ延長ポリエステルまた
はポリエーテルのジアクリレートエステルである。市販品として入手可能なアクリル化ウ
レタンの例としては、モートン　チオコール　ケミカル（Ｍｏｒｔｏｎ　Ｔｈｉｏｋｏｌ
　Ｃｈｅｍｉｃａｌ）から入手可能な商標名「ユビタン（ＵＶＩＴＨＡＮＥ）７８２」、
ならびにラドキュア　スペシャルティズ（Ｒａｄｃｕｒｅ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｉｅｓ）か
ら入手可能な商標名「ＣＭＤ６６００」、「ＣＭＤ８４００」および「ＣＭＤ８８０５」
で既知のものが挙げられる。
【００２２】
　アクリル化エポキシは、ビスフェノールＡエポキシ樹脂のジアクリレートエステルのよ
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うな、エポキシ樹脂のジアクリル酸エステルである。市販品として入手可能なアクリル化
エポキシの例としては、ラドキュア　スペシャルティズ（Ｒａｄｃｕｒｅ　Ｓｐｅｃｉａ
ｌｔｉｅｓ）から入手可能な商標名「ＣＭＤ３５００」、「ＣＭＤ３６００」および「Ｃ
ＭＤ３７００」で既知のものが挙げられる。
【００２３】
　エチレン系不飽和樹脂としては、炭素、水素および酸素、ならびに任意に窒素およびハ
ロゲンの原子を含有するモノマーおよびポリマー化合物の両方が挙げられる。酸素もしく
は窒素原子または両方が、エーテル、エステル、ウレタン、アミドおよび尿素基中に一般
的に存在する。
【００２４】
　エチレン系不飽和化合物は、好ましくは、約４，０００未満の分子量を有し、そして好
ましくは、脂肪族モノヒドロキシ基または脂肪族ポリヒドロキシ基を含有する化合物と、
アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、クロトン酸、イソクロトン酸、マレイン酸等の
ような不飽和カルボン酸との反応から製造されるエステルである。アクリレート樹脂の代
表例としては、メチルメタクリレート、エチルメタクリレートスチレン、ジビニルベンゼ
ン、ビニルトルエン、エチレングリコールジアクリレート、エチレングリコールメタクリ
レート、ヘキサンジオールジアクリレート、トリエチレングリコールジアクリレート、ト
リメチロールプロパントリアクリレート、グリセリントリアクリレート、ペンタエリトリ
トールトリアクリレート、ペンタエリトリトールメタクリレート、ペンタエリトリトール
テトラアクリレートおよびペンタエリトリトールテトラアクリレートが挙げられる。他の
エチレン系不飽和樹脂としては、ジアリルフタレート、ジアリルアジペートおよびＮ，Ｎ
－ジアリルアジパミドのような、カルボン酸のモノアリル、ポリアリルおよびポリメタリ
ルエステルおよびアミドが挙げられる。さらに他の窒素含有化合物としては、トリス（２
－アクリロイルオキシエチル）イソシアヌレート、１，３，５－トリ（２－メチルアクリ
ルオキシエチル）－トリアジン、アクリルアミド、メチルアクリルアミド、Ｎ－メチルア
クリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド、Ｎ－ビニルピロリドンおよびＮ－ビニ
ルピペリドンが挙げられる。
【００２５】
　アミノプラスト樹脂は、１分子または１オリゴマーあたり、少なくとも１個のペンダン
トα，β－不飽和カルボニル基を有する。これらの不飽和カルボニル基は、アクリレート
、メタクリレートまたはアクリルアミド型の基であり得る。かかる材料の例としては、Ｎ
－（ヒドロキシメチル）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ’－オキシジメチレンビスアクリルアミ
ド、オルトおよびパラアクリルアミドメチル化フェノール、アクリルアミドメチル化フェ
ノールのノボラック、ならびにそれらの組み合わせが挙げられる。これらの材料は、米国
特許第４，９０３，４４０号明細書および米国特許第５，２３６，４７２号明細書にさら
に記載されており、両特許とも本明細書に援用される。
【００２６】
　少なくとも１個のペンダントアクリレート基を有するイソシアヌレート誘導体および少
なくとも１個のペンダントアクリレート基を有するイソシアネート誘導体は、米国特許第
４，６５２，２７４号明細書にさらに記載されており、これは本明細書に援用される。好
ましいイソシアヌレート材料は、トリス（ヒドロキシエチル）イソシアヌレートのトリア
クリレートである。
【００２７】
　エポキシ樹脂はオキシランを有し、開環重合する。かかるエポキシド樹脂としては、モ
ノマーエポキシ樹脂およびオリゴマーエポキシ樹脂が挙げられる。いくつかの好ましいエ
ポキシ樹脂の例としては、２，２－ビス［４－（２，３－エポキシプロポキシ）－フェニ
ルプロパン］（ビスフェノールのジグリシジルエーテル）、ならびにシェル　ケミカル　
カンパニー（Ｓｈｅｌｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．）から入手可能な商標名「エポン（
Ｅｐｏｎ）８２８」、「エポン（Ｅｐｏｎ）１００４」および「エポン（Ｅｐｏｎ）１０
０１Ｆ」、ダウ　ケミカル　カンパニー（Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．）から入手
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可能な「ＤＥＲ－３３１」、「ＤＥＲ－３３２」および「ＤＥＲ－３３４」で市販品とし
て入手可能な材料が挙げられる。他の適切なエポキシ樹脂としては、フェノールホルムア
ルデヒドノボラックのグリシジルエーテル（例えば、ダウ　ケミカル　カンパニー（Ｄｏ
ｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．）から入手可能な「ＤＥＮ－４３１」および「ＤＥＮ－４
２８」）が挙げられる。
【００２８】
　適切なカチオン硬化剤を添加することによって、カチオン機構を通して本発明のエポキ
シ樹脂を重合可能である。カチオン硬化剤は、エポキシ樹脂の重合を開始する酸供給源を
発生させる。これらのカチオン硬化剤としては、オニウムカチオンを有する塩、金属また
はメタロイドのハロゲン含有錯アニオンが挙げられる。他のカチオン硬化剤としては、有
機金属系錯カチオンを有する塩、および金属またはメタロイドのハロゲン含有錯アニオン
が挙げられ、これは、本明細書に援用される米国特許第４，７５１，１３８号明細書（第
６欄、第６５行～第９欄、第４５行）にさらに記載される。もう１つの例は、有機金属塩
であり、そしてオニウム塩は、米国特許第４，９８５，３４０号明細書（第４欄、第６５
行～第１４欄、第５０行）、欧州特許出願第３０６，１６１号明細書および欧州特許出願
第３０６，１６２号明細書（両方とも、１９８９年３月８日発行）に記載され、これらの
特許は全て援用される。なお他のカチオン硬化剤としては、金属が周期表のＩＶＢ族、Ｖ
Ｂ族、ＶＩＢ族、ＶＩＩＢ族およびＶＩＩＩＢ族の元素から選択される有機金属系錯体の
イオン性塩が挙げられ、これは、援用される１９８３年１１月２１日発行の欧州特許出願
第１０９，５８１号明細書に記載される。
【００２９】
　フリーラジカル硬化性樹脂に関して、いくつかの例において、研磨スラリーがフリーラ
ジカル硬化剤をさらに含んでなることが好ましい。しかしながら、電子ビームエネルギー
源の場合、電子ビームそれ自体がフリーラジカルを発生させるため、硬化剤が常に必要と
されるわけではない。
【００３０】
　フリーラジカル熱開始剤の例としては、ペルオキシド、例えば、ベンゾイルペルオキシ
ド、アゾ化合物、ベンゾフェノンおよびキノンが挙げられる。紫外線または可視光エネル
ギー源のいずれかに関して、この硬化剤は、光開始剤と呼ばれることがある。紫外線光へ
の暴露時にフリーラジカル源を発生する開始剤の例としては、限定されないが、有機ペル
オキシド、アゾ化合物、キノン、ベンゾフェノン、ニトロソ化合物、アクリルハライド、
ヒドロゾン、メルカプト化合物、ピリリウム化合物、トリアクリルイミダゾール、ビスイ
ミダゾール、クロロアルキトリアジン、ベンゾインエーテル、ベンジルケタール、チオキ
サントン、アセトフェノン誘導体およびそれらの混合物よりなる群から選択されるものが
挙げられる。可視放射への暴露時にフリーラジカル源を発生する開始剤の例は、「被覆研
磨材バインダー含有三元光開始剤系（Ｃｏａｔｅｄ　Ａｂｒａｓｉｖｅ　Ｂｉｎｄｅｒ　
Ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ　Ｔｅｒｎａｒｙ　Ｐｈｏｔｏｉｎｉｔｉａｔｏｒ　Ｓｙｓｔｅｍ
）」と題された米国特許第４，７３５，６３２号明細書に見出され得、これは本明細書に
援用される。可視光で使用するために好ましい開始剤は、チバ　ガイギー　コーポレイシ
ョン（Ｃｉｂａ　Ｇｅｉｇｙ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）から市販品として入手可能な「
イルガキュア（Ｉｒｇａｃｕｒｅ）３６９」である。
【００３１】
研削助剤
　研削助剤は、それを研磨物品へ添加することによって研磨の化学的および物理的プロセ
スに著しい影響がもたらされ、性能の改善が生じる材料、好ましくは、粒子材料として定
義される。典型的かつ好ましくは、研削助剤は粒子としてスラリーに添加されるが、液体
としてスラリーに添加されてもよい。研削助剤の存在によって、研磨助剤を含有しない研
磨物品との比較において、対応する研磨物品の研削効率または切削率（喪失した研磨物品
の重量あたり、除去されたワークピースの重量として定義される）が増加する。特に、当
該分野において、研磨助剤は、１）砥粒と、研磨されるワークピースとの間の摩擦を低下
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させるか、２）砥粒の「キャッピング」を防止する、すなわち、砥粒の上部への金属粒子
（金属ワークピースの場合）の溶接を防止するか、３）砥粒とワークピースとの間の界面
温度を低下させるか、４）必要とされる研削力を低下させるか、または５）金属ワークピ
ースの酸化を防止するかのいずれかであると考えられている。一般的に、研削助剤の添加
によって、研磨物品の有効寿命が増加する。
【００３２】
　本発明において有用な研削助剤は、広範囲の様々な材料を包含し、そして無機物または
有機物をベースとし得る。研削助剤の化学的群の例としては、ワックス、有機ハロゲン化
合物、ハロゲン塩、ならびに金属およびそれらの合金が挙げられる。有機ハロゲン化合物
は、典型的に、研磨間に分解し、ハロゲン酸または気体状ハロゲン化合物を放出する。か
かる材料の例としては、テトラクロロナフタレン、ペンタクロロナフタレンおよびポリ塩
化ビニルのような塩素化ワックスが挙げられる。ハロゲン塩の例としては、塩化ナトリウ
ム、カリウム氷晶石、ナトリウム氷晶石、アンモニウム氷晶石、テトラフルオロホウ酸カ
リウム、テトラフルオロホウ酸ナトリウム、フッ化ケイ素、塩化カリウム、塩化マグネシ
ウムが挙げられる。金属の例としては、スズ、鉛、ビスマス、コバルト、アンチモン、カ
ドミウム、鉄、チタンが挙げられ、他の種々の研削助剤としては、硫黄、有機硫黄化合物
、黒鉛および金属硫化物が挙げられる。様々な研削助剤の組み合わせを使用することも本
発明の範囲内であり、いくつかの場合、これによって相乗効果が生じ得る。
【００３３】
　研削助剤の上記例は単なる代表である。本発明で使用するための好ましい研削助剤は氷
晶石であり、そして最も好ましくはテトラフルオロホウ酸カリウム（ＫＢＦ４）である。
【００３４】
　研削助剤は研磨材ではないと考えられ、すなわち、研削助剤のモース硬度は８未満であ
る。また研削助剤は、不純物を含有してもよいが、これらの不純物は、研磨物品の性能に
著しく悪影響を及ぼしてはならない。
【００３５】
　研削助剤の粒度は、好ましくは、約０．１～１００マイクロメートル、より好ましくは
、１０～７０マイクロメートルの間の範囲である。一般的に、研削助剤の粒度は、好まし
くは、研磨粒子の粒度以下である。
【００３６】
　研磨コーティングは、一般的に、少なくとも約１重量％、典型的に、少なくとも約２．
５重量％、好ましくは、少なくとも約５重量％、より好ましくは、少なくとも約１０重量
％の研削助剤、そして最も好ましくは、少なくとも約２０重量％の研削助剤を含んでなる
。理論上、研削性能が低下すると想定されるため（研磨粒子の存在が少ないため）、約５
０重量％より多くの研削助剤は有害であり得る。驚くべきことに、研削助剤の量が増加す
ると、切削率によって測定される相対的な研削性能も増加する。研磨コーティング中の研
削助剤の量が増加すると研磨粒子の相対量は減少するため、これは予想外であった。研磨
粒子はワークピース表面を切削する役割を果たすが、研削助剤は切削しない。一般的に、
研磨コーティングは、５重量％～９０重量％、好ましくは、２０重量％～８０重量％の研
磨粒子、５重量％～８０重量％、好ましくは、５重量％～４０重量％のバインダー、そし
て５重量％～６０重量％、好ましくは、１０重量％～４０重量％の研削助剤を含んでなる
。
【００３７】
任意の添加剤
　本発明において有用なスラリーは、例えば、フィラー、繊維、潤滑剤、湿潤剤、チキソ
トロピック材料、界面活性剤、顔料、染料、帯電防止剤、カップリング剤、可塑剤および
懸濁剤のような任意の添加剤をさらに含んでもよい。これらの材料の量は、所望の特性を
提供するように選択される。これらの使用は、研磨複合体の浸食性に影響を及し得る。い
くつかの例において、研磨複合体をより浸食可能にして、それによって鈍くなった研磨粒
子を排除し、そして新しい研磨粒子を暴露するように、添加剤が故意に添加される。
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【００３８】
　本発明で有用な帯電防止剤の例としては、黒鉛、カーボンブラック、酸化バナジウム、
湿潤剤等が挙げられる。これらの帯電防止剤は、本明細書に援用される米国特許第５，０
６１，２９４号明細書、米国特許第５，１３７，５４２号明細書および米国特許第５，２
０３，８８４号明細書に開示される。
【００３９】
　カップリング剤は、バインダー前駆体と、フィラー粒子または研磨粒子との間で会合架
橋を提供し得る。有用なカップリング剤の例としては、シラン、チタネートおよびジルコ
アルミネートが挙げられる。有用なスラリーは、好ましくは、約０．０１重量％～３重量
％のカップリング剤を含有する。
【００４０】
　本発明において有用な懸濁剤の例は、商品名「オクス（ＯＸ）－５０」で、デグッサ　
コーポレイション（ＤｅＧｕｓｓａ　Ｃｏｒｐ．）から市販品として入手可能である１５
０平方メートル／グラム未満の表面積を有する非晶質シリカ粒子である。
【００４１】
研磨複合体を含んでなる研磨コーティング
　本発明の１つの好ましい態様において、研磨コーティングは、バッキングに結合された
複数の研磨複合体の形態である。各研磨複合体が正確な形状を有することは、一般的に好
ましい。各複合体の正確な形状は、別個の識別可能な境界によって決定される。走査型電
子顕微鏡のような顕微鏡で研磨物品の横断面を検査すると、これらの別個の識別可能な境
界は容易に可視で、明白である。比較において、正確な形状を有さない複合体を含んでな
る研磨コーティングにおいて、境界は明瞭ではなく、判読困難である。これらの別個の識
別可能な境界は、正確な形状のアウトラインまたは輪郭を形成する。これらの境界は、い
くらかの程度まで、１つの研磨複合体を他のものから分離し、また１つの研磨複合体と他
のものを識別する。
【００４２】
　図１を参照して、研磨物品１００は、研磨複合体１２０を含んでなる。複合体の形状と
関連する境界は、もう１つの隣接する研磨複合体からいくらかの程度まで分離された、１
つの研磨複合体を生じる。個々の研磨複合体を形成するために、研磨複合体の形状を形成
している境界の部分を互いから分離しなければならない。いくつかの実施形態において、
底面、またはバッキングに最も近い研磨複合体の部分は、その近隣の研磨複合体と隣接す
ることができる。研磨複合体１２０は、バインダー中に分散された複数の研磨粒子、およ
び研削助剤を含んでなる。いくつかの研磨複合体が隣接するが、他の研磨複合体がそれら
の間に開放空間を有する、バッキングに結合された研磨複合体の組み合わせを有すること
も、本発明の範囲内である。
【００４３】
　いくつかの例において、形状を形成する境界は平面である。平面を有する形状に関して
、少なくとも３つの平面が存在する。所定の形状のための平面の数は所望の幾何学次第で
あり得、例えば、平面の数は３から２０超であり得る。一般的に、３～１０の間の平面、
好ましくは、３～６の間の平面が存在する。これらの平面は、所望の形状および角度を形
成するように交差し、ここで、これらの平面の交差が形状寸法を決定する。
【００４４】
　本発明のもう１つの態様において、研磨複合体の一部は、異なる寸法の近隣の研磨複合
体を有する。本発明のこの態様において、少なくとも１０％、好ましくは、少なくとも３
０％、より好ましくは、少なくとも５０％、そして最も好ましくは、少なくとも６０％の
研磨複合体は、異なる寸法を有する近接の研磨複合体を有する。これらの異なる寸法は、
研磨複合体の形状、平面境界間の角度または研磨複合体の寸法に関連し得る。近隣の研磨
複合体に関するこれらの異なる寸法の結果は、研磨または精錬されているワークピース上
で相対的により精密な表面仕上げを生じる研磨物品をもたらす。本発明のこの態様は、譲
受人の同時係属中の米国特許第６，０７６，２４８号明細書（フープマン（Ｈｏｏｐｍａ
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ｎ）ら）にさらに記載される。
【００４５】
　研磨複合体の形状はいずれの形状であってもよいが、好ましくは、長方形、円錐、半円
、円、三角形、正方形、六角形、角錐、八角形等のような幾何学形状である。好ましい形
状の実施形態は、以下の「幾何学」と題される項目中に示される。個々の研磨複合体の形
状は、本明細書で「突出単位」として記載されてもよい。好ましい形状は角錐であり、こ
の角錐の底面は３面または四面であり得る。また研磨複合体断面積が、バッキングから離
れて減少するか、その高さに沿って減少することも好ましい。使用の間、研磨複合体が摩
耗される時、この可変性表面積は不均一な圧力を生じる。加えて、研磨物品の製造間、こ
の可変性表面積は、製造工具からの研磨複合体のより容易な剥離をもたらす。一般的に、
平方ｃｍあたり少なくとも５個の個々の研磨複合体が存在する。いくつかの例において、
少なくとも５００個の個々の研磨複合体／平方ｃｍが存在してよい。
【００４６】
研磨物品の製造法
　本発明のいずれもの研磨物品の必須の製造工程は、スラリーの調製である。いずれかの
適切な混合技術によって、バインダー前駆体、研削助剤、研磨粒子および任意の添加剤を
一緒に組み合わせることによって、スラリーを製造する。混合技術の例としては、低剪断
および高剪断混合が挙げられるが、高剪断混合が好ましい。研磨スラリー粘度を低下させ
るために、混合工程と組み合わせて超音波エネルギーも利用されてよい。典型的に、研磨
粒子および研削助剤をバインダー前駆体中に徐々に添加する。混合工程の間、真空を引く
ことによって、スラリー中の気泡の量を最小にすることができる。いくつかの例において
、粘度を低下させるために、一般的に３０℃～７０℃の範囲でスラリーを加熱することが
好ましい。スラリーが、スラリーを良好に被覆させ、そして研磨粒子および研削助剤がス
ラリーから沈殿しない神学的特性を有することが重要である。
【００４７】
エネルギー源
　例えば、(以下に論議される）製造工具からの移動によって、スラリーをバッキング上
へ被覆した後、バインダー前駆体中の樹脂の重合を開始するためにスラリーをエネルギー
源に暴露してもよい。エネルギー源の例としては、熱エネルギーおよび放射線エネルギー
が挙げられる。エネルギー量は、バインダー前駆体の化学性、研磨スラリーの寸法、研磨
粒子の量および種類、ならびに任意の添加剤の量および種類のようないくつかの要因次第
である。熱エネルギーに関して、温度は、約３０℃～１５０℃、一般的に４０℃～１２０
℃の範囲であり得る。露出時間は、約５分～２４時間超の範囲であり得る。
【００４８】
　適切な放射線エネルギー源としては、電子ビーム、紫外線または可視光が挙げられる。
電離放射線としても既知である電子ビーム放射線は、約０．１～約１０Ｍｒａｄのエネル
ギーレベル、好ましくは、約１～約１０Ｍｒａｄのエネルギーレベルで使用可能である。
紫外線放射は、約２００～約４００ナノメートルの範囲、好ましくは、約２５０～４００
ナノメートルの範囲の波長を有する非粒子状放射線を指す。可視放射線は、約４００～約
８００ナノメートルの範囲、好ましくは、約４００～５５０ナノメートルの範囲の波長を
有する非粒子状放射線を指す。好ましくは、３００～６００ワット／インチの可視光を使
用する。
【００４９】
　この重合プロセスの完了後、バインダー前駆体はバインダーに変換され、そしてスラリ
ーは研磨コーティングに変換される。一般的に、得られる研磨物品をすぐに使用すること
ができる。しかしながら、いくつかの例において、加湿または曲げのような他のプロセス
がさらに必要とされてもよい。研磨物品を使用する前に、円錐、エンドレスベルト、シー
ト、ディスク等のようないずれかの所望の形状に研磨物品を変換することができる。
【００５０】
製造工具
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　本発明の第３および第４の態様に関して、いくつかの例において、正確に成形された研
磨複合体として研磨コーティングが存在することは好ましい。この種の研磨物品を製造す
るためには、一般的に製造工具が必要である。
【００５１】
　製造工具は、複数のキャビティを含有する。これらのキャビティは、本質的に研磨複合
体の逆形状であって、研磨複合体の形状を発生させる役割を果たす。キャビティの寸法は
、研磨複合体の所望の形状および寸法を提供するように選択される。キャビティの形状ま
たは寸法が適切に作成されない場合、得られる製造工具は、研磨複合体に対して所望の寸
法を提供しない。
【００５２】
　キャビティは、近隣のキャビティ間で空間を有するパターンのような点中に存在し得る
か、またはキャビティは互いに対して突き当たり得る。キャビティが互いに対して突き当
たることが好ましい。加えて、キャビティの形状は、研磨複合体の横断面積が、バッキン
グから離れて減少するように選択される。
【００５３】
　製造工具は、ベルト、シート、連続シートもしくはウェブ、ロートグラビアロールのよ
うなコーティングロール、コーティングロール上に取り付けられるスリーブ、またはダイ
であり得る。製造工具は、金属（例えば、ニッケル）、金属合金またはプラスチックから
なり得る。彫版、ボビング、電型、ダイヤモンド旋削等のようないずれかの従来技術によ
って、金属製造工具を製作することができる。金属製造工具の１つの好ましい技術は、ダ
イヤモンド旋削である。
【００５４】
　熱可塑性物質の工具を、金属マスター工具から離して複製することができる。マスター
工具は、製造工具に関して所望されるパターンの逆を有する。製造工具と同一の様式で、
マスター工具を製造することができる。マスター工具は、好ましくは、金属、例えば、ニ
ッケルから製造され、そしてダイヤモンド旋削される。２つを一緒にプレスすることによ
って、マスター工具によって熱可塑性材料がエンボス加工されるように、任意にマスター
工具と一緒に、熱可塑性シート材料を加熱することができる。また熱可塑性物質をマスタ
ー工具上へ押出またはキャストし、次いで、プレスすることができる。熱可塑性材料を冷
却して凝固し、そして製造工具を製造する。好ましい熱可塑性の製造工具材料の例として
は、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン、ポリエチレン
およびそれらの組み合わせが挙げられる。熱可塑性の製造工具が利用される場合、熱可塑
性物質の製造工具を歪め得る過度の熱を発生させないように注意しなければならない。
【００５５】
　また製造工具は、製造工具からの研磨物品のより容易な剥離を可能にする剥離コーティ
ングを含有してもよい。金属用のかかる剥離コーティングの例としては、硬炭化物、窒化
物またはホウ化物コーティングが挙げられる。熱可塑性物質用の剥離コーティングの例と
しては、シリコーンおよびフルオロケミカルが挙げられる。
【００５６】
　図１に図示される本発明の研磨物品を製造する１つの方法を、図８に図示する。バッキ
ング８４１は巻き戻し位置８４２を出発し、そして同時に製造工具８４６は巻き戻し位置
８４５から出発する。製造工具８４６は、被覆位置８４４によってスラリーで被覆される
。粘度を低下させるために、被覆前にスラリーを加熱し、そして／またはスラリーを超音
波処理することが可能である。被覆位置は、ドロップダイコーター、ナイフコーター、カ
ーテンコーター、真空ダイコーターまたはダイコーターのようないずれかの従来の被覆手
段でもあり得る。被覆の間、気泡の形成は最小にされるべきである。好ましい被覆技術は
、米国特許第３，５９４，８６５号明細書、米国特許第４，９５９，２６５号明細書およ
び米国特許第５，０７７，８７０号明細書に開示されるような真空流動ベアリングダイで
あり、これら文献は全て本明細書に援用される。製造工具を被覆した後、スラリーがバッ
キングの前面を湿潤させるように、いずれかの手段によってバッキングおよびスラリーを
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接触させる。図２において、スラリーは、接触ニップロール９４７によってバッキングと
接触する。また次に、接触ニップロール９４７は、得られる構造体を支持ドラム９４３に
対して強制する。エネルギー源９４８（好ましくは、可視光源）は、バインダー前駆体を
少なくとも部分的に硬化するために十分な量のエネルギーをスラリー中に伝送する。「部
分的に硬化される」という用語は、逆にされた試験管からスラリーが流動しないような状
態までバインダー前駆体が重合されることを意味する。バインダー前駆体が製造工具から
除去されると、いずれかのエネルギー源によってそれを完全に硬化することができる。こ
れに続いて、製造工具を再利用できるように、製造工具を心棒９４９上で巻き戻す。任意
に、前駆体のいずれかの硬化前に、製造工具をバインダー前駆体から取外してもよい。取
外し後、前駆体を硬化し、そして製造工具を再利用のために心棒９４９上で巻き戻してよ
い。加えて、研磨物品を心棒１２１上で巻き戻す。バインダー前駆体が完全に硬化されな
い場合、例えば、時間および／またはエネルギー源への暴露のいずれかによってバインダ
ー前駆体を完全に硬化することができる。この第１の方法に従って研磨物品を製造するた
めの追加的な工程は、米国特許第５，１５２，９１７号明細書、および１９９３年１月１
４日出願の米国特許出願第０８／００４，９２９号明細書にさらに記載されており、そし
て両文献とも本明細書に援用される。ランダムに成形された研磨材複合体は、上記の米国
特許第６，０７６，２４８号明細書に記載の工具および手順によって製造可能である。
【００５７】
　好ましくは、放射線エネルギーによってバインダー前駆体を硬化する。製造工具が放射
線エネルギーを明らかに吸収しない限り、放射線エネルギーは製造工具を通って伝送可能
である。加えて、放射線エネルギー源は、製造工具を明らかに分解するべきではない。熱
可塑性の製造工具および紫外光または可視光を使用することが好ましい。
【００５８】
　製造工具のキャビティ中ではなく、バッキング上へ、スラリーを被覆することができる
。次いで、スラリーを製造工具のキャビティ中に注入するように、スラリー被覆バッキン
グを製造工具と接触させる。研磨物品を製造するための残りの工程は上記と同様である。
【００５９】
　もう１つの方法を図９に図示する。バッキング５１は巻き戻し位置５２を出発し、そし
て被覆位置５３によって、スラリー５４を製造工具５５のキャビティ中へと被覆する。ド
ロップダイコーティング、ロールコーティング、ナイフコーティング、カーテンコーティ
ング、真空ダイコーティングまたはダイコーティングのような多くの技術のうちのいずれ
か１つを使用して、スラリーを工具上へ被覆することができる。再び、粘度を低下させる
ため、そして／またはバブルを最小化するため、被覆前にスラリーを加工することが可能
である。被覆の間、気泡の形成は最小にされるべきである。次いで、スラリーがバッキン
グの前面を湿潤させるように、ニップロール５６によってバッキングおよび研磨スラリー
を含有する製造工具と接触させる。次に、エネルギー源５７への暴露によって、スラリー
中のバインダー前駆体を少なくとも部分的に硬化させる。このような少なくとも部分的な
硬化後、スラリーは、バッキングに結合または付着された研磨複合体５９へと変換される
。得られた研磨物品をニップロール５８によって製造工具から取外し、巻戻し位置６０上
へ巻き戻す。任意に、前駆体のいずれかの硬化前に、製造工具をバインダー前駆体から取
外してもよい。製造工具の取外し後、前駆体を硬化してよい。いずれの場合も、エネルギ
ー源は熱エネルギーまたは放射線エネルギーであり得る。エネルギー源が紫外光または可
視光のいずれかである場合、バッキングが紫外または可視光に透過性であることが好まし
い。かかるバッキングの例は、ポリエステルバッキングである。
【００６０】
　スラリーをバッキングの前面上へ直接に被覆することができる。スラリーが製造工具の
キャビティ中に湿潤するように、スラリー被覆バッキングを製造工具と接触させる。研磨
物品を製造するための残りの工程は上記と同様である。
【００６１】
ワークピース表面の精錬法
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　本発明のもう１つの態様は、表面または金属または他材料の研磨法に関する。この方法
は、本発明の研磨物品を、金属表面を有するワークピースと摩擦接触させる工程を含む。
用語「研磨」は、研磨物品によって金属ワークピースの一部が切削または除去されること
を意味する。加えて、ワークピース表面と関連する表面仕上げは、この精錬プロセス後に
典型的に減少される。１つの典型的な表面仕上げ測定値はＲａであり、Ｒａは、マイクロ
インチまたはマイクロメートルで一般的に測定される算術による表面仕上げである。パー
ソメーター（Ｐｅｒｔｈｏｍｅｔｅｒ）またはサートロニック（Ｓｕｒｔｒｏｎｉｃ）の
ようなプロフィロメーターによって、表面仕上げを測定することができる。
【００６２】
ワークピース
　金属ワークピースは、軟鋼、ステンレス鋼、チタン、金属合金、特殊金属合金等のよう
ないずれの種類の金属でもあり得る。ワークピースは、平坦、またはそれと関連する形状
もしくは輪郭を有してもよい。
【００６３】
　適用次第で、境界面の研磨時の力は、約０．１ｋｇから１０００ｋｇ超までの範囲であ
り得る。一般的に、この範囲は、１ｋｇ～５００ｋｇの境界面の研磨時の力である。また
適用次第で、研磨間に液体が存在してもよい。この液体は、水および／または有機化合物
であり得る。典型的な有機化合物の例としては、潤滑剤、油、乳化有機化合物、切削剤、
石鹸等が挙げられる。また、これらの液体は、消泡剤、脱脂剤、腐食抑制剤等のような他
の添加剤を含有してもよい。研磨物品は、使用間、境界面の研磨時に振動させてもよい。
いくつかの例において、この振動は研磨ワークピース上でより精密な表面を生じ得る。
【００６４】
　本発明の研磨物品を、手で使用されることも、機械と組み合わせて使用することもでき
る。研削の間、研磨物品およびワークピースの少なくとも一方または両方を他に対して移
動する。研磨物品を、ベルト、テープロール、ディスク、シート等に変換することができ
る。ベルトでの適用に関して、研磨シートの２つの自由端部を連結させ、そしてスプライ
スを形成する。本明細書に援用される、１９９２年７月２４日出願の譲受人の同時係属中
の米国特許出願第０７／９１９，５４１号明細書に記載されるもののようなスプライスレ
スベルトを使用することも本発明の範囲内である。一般的にエンドレス研磨ベルトは、少
なくとも１つのアイドラーロールおよびプラテンまたはコンタクトホイール上を移動する
。プラテンまたはコンタクトホイールの硬度は、所望の切削率およびワークピース表面仕
上げを得るために調節される。研磨ベルト速度は、所望の切削率および表面仕上げ次第で
ある。ベルト寸法は、幅約５ｍｍ～１，０００ｍｍおよび長さ約５ｍｍ～１０，０００ｍ
ｍの範囲であり得る。研磨テープは、研磨物品の連続的長さである。それらは、約１ｍｍ
～１，０００ｍｍ（一般的に５ｍｍ～２５０ｍｍの間）の範囲の幅であり得る。研磨テー
プは通常、巻き戻されて、ワークピースに対してテープが強制される支持パッド上を移動
し、次いで巻き戻される。境界面の研磨を通して、研磨テープは連続的に供給され、そし
て索引付けることができる。研磨ディスクは、直径約５０ｍｍ～１，０００ｍｍの範囲で
あり得る。典型的に、取付け手段によってバックアップパッドに研磨ディスクを固定する
。これらの研磨ディスクは、１００～２０，０００毎分回転数の間、典型的に、１，００
０～１５，０００毎分回転数の間で回転することができる。
【００６５】
幾何学
　図１～１Ｂを参照して、研磨物品１２０の一例となる実施形態の一部を説明する。研磨
物品１２０はバッキング１９０を含む。他の形状および形式も可能ではあるが、バッキン
グ１９０は典型的にベルトである。バッキング１９０がベルトである場合、それは典型的
に縦方向および横方向を含み、そして互いに直交方向に手配される。
【００６６】
　バッキング１９０を、マイクロ複製機構１２０の配列１１０に連結した。典型的に、機
構１２０は、配列１１０においてバッキング１２０上に配置される。配列１１０は、典型
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的に、物品１００の縦方向に対する角度または偏りの上で配向される。
【００６７】
　配列１１０は、複数の機構１２０を含む。例示された実施形態において、各機構は底面
１２４およびボディ１２６を含む。底面１２４は好ましくは平行四辺形であるが、特定の
適用が要求される場合は他の形状でもあり得る。底面１２４は、バッキング１９０に隣接
しているか、またはその近隣である。例示される実施形態において、各機構１２０は、４
つの側壁１３１、１３２、１３３、１３４、または底面から突出する表面によって画定さ
れるボディ１２６を含み、そして多面体を形成する。例示される機構が４つの側壁を含む
が、特定の適用次第で、より多くても少なくてもよい。多面体はいずれの形状でもあり得
るが、典型的に角錐状またはプリズム状である。
【００６８】
　各機構１２６は、底面１２４から延在する放物形区域によって画定される少なくとも１
つの側壁１２４を含む。４つの側壁を有する機構１２６に関して、下記の通り、各側壁が
放物関数によって画定されることが好ましい。例示される実施形態において、４つの表面
１３１、１３２、１３３、１３４は、切削点または歯を形成する共通の頂点１２２で交差
する。
【００６９】
　図１Ｂを参照して、上部断面が除去された機構１２０を説明する。底面から測定すると
、底面に平行な平面の横断面積Ａｃは、切削平面の高さに対して比例して変化する。研磨
物品の寿命で測定されるように、機構の横断面積Ａｃのこのような線形変化は、直線状側
壁を有する機構と比較して、より平坦な切削率を可能にする。
【００７０】
　図２を参照して、複数の機構２２０を有する研磨物品２００を説明する。機構２２０は
、物品２００上に配列２１０を形成する。典型的に、各個々の機構２２０は同一の頂点２
２高さを有し、それはいくつかの実施形態において約２０ミルと４０ミルとの間である。
例示される実施形態において、いくつかの機構２２０は、異なる底面２２４サイズを有す
る。配列中の各機構の底面サイズは同一であっても異なってもよく、機構サイズの特定の
組み合わせは特定の適用次第である。かかる特性の選択は当業者の範囲内である。
【００７１】
　図４を参照して、側壁の放物形プロフィールを説明するグラフを説明する。示されるグ
ラフは、Ｈｏの頂点の高さ（底面から最も離れて位置する点として測定される）およびＷ
ｏの底面幅を有する機構に縮尺される。放物形プロフィールを画定する点の座位を式１に
よって作成する。
【００７２】

【００７３】
　式１によって画定される側壁を有する機構は、互いに並列される２つの直角プロフィー
ルによって画定される点の座位によって形成される。次いで、機構の外面は、底面および
様々な側壁プロフィールの交差点の間で画定される体積を保持する。説明のため、図１を
参照して、対立の側壁１３１、１３３を式１によって画定し、所望の頂点の高さに縮尺さ
れる。対立の側壁１３２、１３４を同一式によって画定するが、１３２、１３４によって
画定される表面のみ、側壁１３１、１３３によって画定される表面に直交方向に配向され
る。得られる機構は、放物形によって画定された側壁の交差点および底面の間に含まれる
全ての体積を含む。いくつかの実施形態において、側壁は関数的に平滑（連続的）ではな
くて、一連の内部連結線分によって画定される。
【００７４】
　一実施形態において、図４で説明される通り、各機構は、互いに直交して配向された対
立側壁２組を含み、対立側壁の各組は連続放物関数によって画定される。しかしながら、
かかる機構は、勾配ゼロのトップを有し、丸形頂点が生じる。他の実施形態において、よ
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り低圧で、より良好な初期切削が得られるように、歯または切削エッジが形成される。か
かる場合、機構の横断面積（底面から測定された）は、底面から測定された機構の高さの
約９０％までの高さに対して線形に変化する。
【００７５】
　かかる機構は、前段落に記載の通り、部分的な放物形プロフィールを有する区域によっ
て画定される側壁を使用して画定され得る。再び図４を参照して、放物形区域を画定する
点の座位４１０は、４つの区域に分割可能である。対立区域４１２、４１４は、それぞれ
×２および×１で、グラフ４００の座標原点の方へシフトできる。同時に、機構の頂点で
鋭い切削エッジを作成しながら、これは放物関数によって画定される対立側壁のためのプ
ロフィールを形成する。かかるプロフィールの例を図５に図示する。プロフィールは、対
立放物形区域５１２、５１４を含み、１４ミル（１ミル＝０．００１インチ）の高さを有
する機構の対立側壁のためのプロフィール５２０を形成する。歯角度σは、プロフィール
中に形成される。歯角度σは、各区域５１２、５１４によって形成される個々の歯角度σ
１、σ２を合計することによって形成される。本開示の文脈中で、「歯角度」とは、図５
に図示されるように、最外側の底面区域と機構のピークを連結する線の間で形成された角
度を含むものとして定義される。線Ｌ１およびＬ２は、底面の最外側の辺に、ピークおよ
び各突出を挿入する。各部分的な歯角度σ１、σ２は、底面からピークＰ１まで延在する
垂直線から測定される。
【００７６】
　例示された実施形態において、σ１およびσ２は等しい。いくつかの実施形態において
、特定の適用次第でより多くても少なくともよいが、歯角度σは約６０度と１１０度との
間である。
【００７７】
　他の実施形態において、好ましくは、ボディを画定するために非対称プロフィールを使
用する機構を有する。図６を参照して、１４ミルの公称頂点高さによる機構のためのプロ
フィール６２０が示される。放物形区域６１２、６１４はプロフィールを画定する。各プ
ロフィールが異なる個々の歯角度σ３、σ４を有するように、側壁区域は配置される。放
物形座位は、切断されない場合、１５．６ミルの公称高さ、および２３．７５ミルの幅を
有する機構のための区域６１４を画定する。切断されない場合、２３．３ミルの公称高さ
、および３２ミルの幅を有する機構のため、放物形座位は６１２を画定する。区域６１２
、６１４を組み合わせることによって形成されたプロフィール６２０は、鋭い頂点を有す
る切削歯を有する機構を生じる。これは、記載された機構を有する研磨物品でワークピー
スを研磨している時、初期切削を増加させる。
【００７８】
　非対称機構プロフィール７２０のもう１つの例となる実施形態を説明する。プロフィー
ル７２０は、１４ミルの公称頂点高さを有する機構のためである。放物形区域７１２、７
１４はプロフィールを画定する。側壁区域は、各プロフィールが異なる個々の歯角度σ５
、σ６を有するように配列される。放物形座位は、切断されない場合、１５．６ミルの公
称高さ、および２３．７５ミルの幅を有する機構のための区域７１４を画定する。放物形
座位は、切断されない場合、１５．５ミルの公称高さ、および２３．７ミルの幅を有する
機構のための７１２を画定する。区域７１２、７１４を組み合わせることによって形成さ
れたプロフィール７２０は、鋭い頂点を有する切削歯を有する機構を生じる。これは、記
載された機構を有する研磨物品でワークピースを研磨している時、初期切削を増加させる
。
【００７９】
　本開示を読むことによって、当業者は、同一または異なる放物形プロフィールによって
画定される側壁を有する機構を作成可能であることを認識する。研磨物品中に含まれる各
機構の選択は、特定の適用に依存する。
【実施例】
【００８０】
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　図３を参照して、本開示による研磨物品３００を製造した。物品３００は、バッキング
材料（図示せず）上に配列される機構３２０の配列３１０を含んだ。機構３２０がオフセ
ットになるように、機構３２０を配列した。各機構３２０は、約３０ミル（１ミルは０．
００１インチに等しい）のバッキングから最も離れて位置するその頂点の高さを有した。
底面２０ミル×２０ミルを有する機構３５６（側壁３５１、３５２、３５３、３５４によ
って画定される）、底面２０ミル×３０ミルを有する機構３７６（側壁３７１、３７２、
３７３、３７４によって画定される）、底面３０ミル×３０ミルを有する機構３４６（側
壁３４１、３４２、３４３、３４４によって画定される）を含む、様々な底面サイズを使
用した。各機構３４６、３５６、３７６は、放物形断面によって画定されるボディを含ん
だ。
【００８１】
　上記研磨物品は、最初に、配列によって形成される像の陰性像である工具を作成するこ
とによって製造された。スラリーはタゼイック（Ｔａｔｈｅｉｃ）／ＴＭＰＴＡ、アクリ
ル樹脂、ＫＢＦ４、イルガキュア（Ｉｒｇａｃｕｒｅ）３６９、オクス（ＯＸ）－５０シ
リカおよびＡ１７４シランで製造し、次いで、鉱物をバッキング上へ被覆した。次いで、
バッキングおよびスラリーを工具と接触させた。使用されるバッキングは、ミリケン（Ｍ
ｉｌｌｉｋｅｎ）から入手可能な、ポリエステル／綿織物バッキングであった。次いで、
生成物を硬化し、そして工具から分離された。当業者は、研磨物品に所望の特定の適用次
第で、研磨鉱物または粒子、スラリー、バッキング材料の多くの異なる組み合わせを使用
可能であることを認識する。また、工具の外側で研磨物品を硬化できる。
【００８２】
　上記の明細、例およびデータは、本開示の発明の製造および使用の完全な記述を提供す
る。本発明の精神および範囲から逸脱することなく、本発明の多くの実施形態を作成でき
るため、本発明は請求項に存在する。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】本開示による研磨物品の一例となる実施形態の一部分の斜視図。
【図１Ａ】図１の物品の機構の平面図。
【図１Ｂ】図１の物品のもう１つの図。
【図２】本開示による機構の配列の一例となる実施形態。
【図３】本開示による物品の顕微鏡写真。
【図４】本開示による研磨物品のための機構に関するプロフィールの一例となる実施形態
を説明するグラフ。
【図５】本開示による研磨物品のための機構に関するプロフィールのもう１つの例となる
実施形態を説明するグラフ。
【図６】本開示による研磨物品のための機構に関するプロフィールのもう１つの例となる
実施形態を説明するグラフ。
【図７】本開示による研磨物品のための機構に関するプロフィールのもう１つの例となる
実施形態を説明するグラフ。
【図８】本開示による研磨物品を製造するための系の一例となる実施形態。
【図９】本開示による研磨物品を製造するための系のもう１つの例となる実施形態。
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